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謹賀新年 
                                  

 

                                       

日本ウイグル協会会員、賛助会員の皆様 

 

あけましておめでとうございます。 

 

昨年、日本ウイグル協会は、皆さんのお陰で、 

 

厳しい環境にも関わらず、全ての活動を予定と通り行うこと 

 

が出来ました、有難うございます。 

    

今年も皆さんと一緒に会の拡大、活動の幅を広めるために頑張 

 

って行きたいと思います。 

 

皆さん宜しくお願い申し上げます。 

 

                      世界ウイグル会議日本全権代表 

                         日本ウイグル協会会長 

                            イリハム・マハムティ 

 

 

 

 

 

   イリハム・マハムティ プロフィール 

1969年  ウイグルのコムル（ハミ）生まれ。 

1998年  新疆大学卒業（人文学）。 

2001 年 来日、日本語学校、コンピュータ専門学校を経て 

2005 年に日本の IT 企業に就職． 

2008 年 世界ウイグル会議の日本支部である「日本ウイグル協会」 

が設立され、その代表に就任。 

2009年 世界ウイグル会議第３回総会にて、同会議日本全権代表に 

正式認定。 

 

 

 

http://acnenga.com/2010/sumatrantiger/4.html
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 12 月 19 日 

カンボジア大使館前での要望書読み上げの様子 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２
０
０
９
秋
冬
・
主
な
活
動 

９
月 ２

６
日 

 
 

中
華
人
民
共
和
国
建
国
６
０
周
年
に
抗
議
す
る
三
民

族
連
帯
デ
モ
に
参
加
。 

１
０
月 

 

１
日 

 
 

中
国
建
国
６
０
周
年
国
慶
節
に
中
国
大
使
館
前 

 
 

に
て
抗
議
活
動
。 

１
１
月 

 

１
４
日 

 
 

第
二
回
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
独
立
記
念
行
事
を
開
催
。 

１
２
月 

 

１
２
日 

 
 

習
近
平
・
中
国
国
家
副
主
席
来
日
に
際
し
て
の
抗
議
デ

モ
に
参
加
。 

 

１
４
日 

 
 

習
近
平
来
日
に
際
し
、
外
国
人
記
者
ク
ラ
ブ
に
て 

 
 

記
者
会
見
。
内
閣
府
に
要
望
書
提
出
。 

 

１
９
日 

 
 

カ
ン
ボ
ジ
ア
大
使
館
前
に
て
支
援
者
ら
と
ウ
イ
グ
ル

人
強
制
送
還
中
止
を
求
め
る
ア
ク
シ
ョ
ン
。
協
会
は

要
望
書
を
提
出
。 

 

同
夜 

 
 

ウ
イ
グ
ル
人
２
０
名
強
制
送
還
強
行 

 

２
１
日 

 
 

カ
ン
ボ
ジ
ア
大
使
館
に
て
ウ
イ
グ
ル
人
２
０
名
の
強

制
送
還
に
対
す
る
抗
議
文
を
提
出
。 

２
０
１
０
年
１
月
現
在
ま
で
に
、
７
月
５
日
に
発
生
し
た

ウ
ル
ム
チ
事
件
で
拘
束
さ
れ
た
ウ
イ
グ
ル
人
の
死
刑
執
行
を

は
じ
め
、
未
だ
多
く
の
方
が
逮
捕
事
由
も
不
明
瞭
な
ま
ま
拘

束
さ
れ
、
そ
の
安
否
も
不
明
と
い
う
事
態
が
継
続
し
て
い
ま

す
。 現

地
で
は
治
安
維
持
名
目
で
の
人
員
配
置
や
街
中
へ
の
監

視
カ
メ
ラ
の
大
量
設
置
な
ど
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
中
国
政

府
に
よ
る
「
力
に
よ
る
支
配
」
が
顕
著
化
し
て
い
ま
す
。 

国
際
的
に
は
、
習
近
平
中
国
国
家
副
主
席
の
ア
ジ
ア
歴
訪

が
行
わ
れ
、
日
本
へ
も
訪
問
し
ま
し
た
。 

カ
ン
ボ
ジ
ア
訪
問
の
前
日
に
は
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
国
連
機

関
に
亡
命
申
請
を
し
て
い
た
ウ
イ
グ
ル
人
２
０
名
の
強
制
送

還
と
言
う
事
件
も
発
生
す
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
困
難
な
状

況
が
続
い
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
中
、
協
会
で
は
、
多
方
面
の
皆
様
の
協
力
を
得

な
が
ら
、
活
動
を
行
い
ま
し
た
。 

２
０
０
９
年
は
１
９
４
９
年
に
成
立
し
た
中
華
人
民
共
和

国
の
建
国
６
０
周
年
に
あ
た
り
、
１
０
月
１
日
は
そ
の
建
国

記
念
日
（
国
慶
節
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
に
先
駆
け
９
月
２
６
日
に
行
わ
れ
た
、
中
華
人
民
共

和
国
建
国
６
０
周
年
に
抗
議
す
る
三
民
族
連
帯
デ
モ
に
参
加

団
体
と
し
て
名
前
を
連
ね
ま
し
た
。 

ま
た
、
１
０
月
１
日
、
国
慶
節
当
日
に
は
、
支
援
者
の
方
々

と
共
に
、
中
国
大
使
館
前
に
て
抗
議
活
動
を
行
い
ま
し
た
。 

１
９
３
３
年
と
１
９
４
４
年
の
１
１
月
１
２
日
は
、
そ
れ

ぞ
れ
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
と
東
ト
ル
キ
ス
タ

ン
共
和
国
の
独
立
記
念
日
で
あ
り
、
１
１
月
１
４
日
、
池
袋 

に
て
、
関
岡
英
之
先
生
、
中
島
隆
晴
先
生
を
講
師
に
、
西
村
幸

祐
先
生
を
ゲ
ス
ト
に
お
招
き
し
、
日
本
に
お
い
て
は
第
二
回
目

と
な
る
独
立
記
念
行
事
を
行
い
ま
し
た
。 

 

１
２
月
１
４
日
に
は
、
習
近
平
国
家
副
主
席
の
来
日
が
あ

り
、
こ
れ
に
先
立
つ
１
２
日
、
習
近
平
中
国
国
家
副
主
席
来
日

に
際
し
て
の
抗
議
デ
モ
に
参
加
団
体
と
し
て
名
前
を
連
ね
ま

し
た
。 

 

ま
た
来
日
当
日
の
１
４
日
に
は
、
外
国
人
特
派
員
協
会
内
に

て
、
日
本
ウ
イ
グ
ル
協
会
主
催
の
記
者
会
見
を
行
い
、
習
近
平

国
家
副
主
席
に
対
し
謝
罪
や
不
当
拘
束
し
た
ウ
イ
グ
ル
人
の

解
放
な
ど
を
求
め
ま
し
た
。 

同
日
、
日
本
政
府
に
対
し
て
も
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
働
き

か
け
を
要
望
す
る
内
容
の
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
の
ち
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
て
亡
命
申
請
中
の
ウ
イ
グ
ル
人

が
強
制
送
還
さ
れ
る
可
能
性
が
強
ま
っ
て
い
る
と
の
情
報
を

入
手
、
各
方
面
へ
の
働
き
か
け
を
強
め
る
一
方
、
カ
ン
ボ
ジ
ア

大
使
館
に
対
し
強
制
送
還
の
中
止
を
求
め
る
要
望
書
を
提
出
、

支
援
者
有
志
と
共
に
大
使
館
前
に
て
ア
ピ
ー
ル
を
行
い
ま
し

た
。 

協
会
活
動
報
告
２
０
０
９
秋
冬 
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昨
年
の
７
月
５
日
に
起
こ
っ
た
ウ
ル
ム
チ
事
件
後
、
現
地
で

は
当
局
に
よ
る
大
規
模
な
違
法
な
捜
査
、
逮
捕
・
拘
禁
が
行
わ

れ
、
裁
判
に
お
い
て
も
弁
護
の
制
約
や
、
関
連
法
の
無
視
な
ど
、

お
よ
そ
文
明
国
と
は
呼
べ
な
い
司
法
・
官
憲
の
状
態
が
続
い
て

い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
昨
秋
、
２
２
名
の
ウ
イ
グ
ル
人
が

弾
圧
を
恐
れ
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
逃
れ
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
国
連
難

民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（U

N
HCR

)

に
て
亡
命
申
請
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。 

彼
ら
に
は
同
事
務
所
か
ら
援
助
対
象
者
で
あ
る
と
の
証
明
書

が
与
え
ら
れ
、
そ
の
身
体
・
生
命
の
安
全
は
、
国
際
法
の
上
で

も
人
道
的
見
地
か
ら
も
保
護
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
第
三

国
の
受
け
入
れ
先
を
含
め
交
渉
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
習
近
平
中
国
国
家
副
主
席
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
訪
問
前

日
で
あ
る
１
２
月
１
９
日
夜
、
行
方
不
明
と
な
っ
た
２
名
を
除

き
、
妊
娠
６
カ
月
の
女
性
を
含
む
２
０
名
の
ウ
イ
グ
ル
人
が
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
軍
事
基
地
か
ら
、
中
国
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
て

突
如
強
制
送
還
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

こ
の
措
置
は
即
、
彼
ら
２
０
名
の
ウ
イ
グ
ル
人
の
生
命
を
危

機
的
状
況
に
陥
れ
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
中
国
の
双

方
と
も
締
約
国
と
し
て
参
加
し
て
い
る
、
国
連
難
民
条
約
や
拷

問
等
禁
止
条
約
等
の
国
際
法
に
対
す
る
明
確
な
違
反
行
為
で

す
。 

 

日
本
ウ
イ
グ
ル
協
会
と
し
て
も
、
中
国
政
府
に
対
し
、
現
在

も
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る
ウ
イ
グ
ル
人
の
所
在
と
安
否
を
公

開
す
る
よ
う
求
め
る
一
方
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
に
対
し
、
抗
議 

ウ
イ
グ
ル
人
２
０
名
強
制
送
還
に
関
す
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
へ

の
抗
議
文 

  

私
達
日
本
ウ
イ
グ
ル
協
会
は
、
中
国
国
内
で
の
弾
圧
を
恐
れ
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
亡
命
し
た
ウ
イ
グ
ル
人
２
０
名
を
、
国
際

法
に
違
反
す
る
形
で
中
国
に
強
制
送
還
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
に
対
し
、
抗
議
の
意
思
を
表
明
致

し
ま
す
。 

 

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
亡
命
し
た
２
０
名
の
ウ
イ
グ
ル
人
は
、
本

年
７
月
５
日
の
ウ
ル
ム
チ
事
件
以
後
、
地
元
の
武
装
警
察
な
ど
の

弾
圧
を
恐
れ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
助
け
を
求
め
た
人
々
で
す
。

彼
ら
は
、
明
ら
か
に
「
政
治
難
民
」
で
す
。 

 

強
制
送
還
さ
れ
た
ウ
イ
グ
ル
人
２
０
名
が
中
国
に
強
制
送
還

さ
れ
る
場
合
、
彼
ら
の
自
由
と
生
命
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
確
実

で
す
。 

 

彼
ら
を
中
国
へ
強
制
送
還
さ
せ
る
行
為
は
、
国
際
法
に
定
め
ら
れ

て
い
る
ノ
ン
・
ル
フ
ー
ル
マ
ン
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
中
国
の
習
近
平
国
家
副
主
席
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
入
り
す

る
前
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
至
っ
た
こ
と
は
、
ウ
イ
グ
ル
人
２

０
名
の
生
命
を
政
治
利
用
し
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
は
こ
れ
ま
で
発
展
途
上
国
と
し
て
、
他
国
か
ら

の
多
大
な
人
道
的
な
援
助
を
受
け
て
き
た
は
ず
で
す
。
な
ぜ
人
道

的
な
援
助
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
き
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
が
、
人

道
に
反
す
る
ウ
イ
グ
ル
人
亡
命
者
の
強
制
送
還
と
い
う
対
応
を

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

以
上
、
国
際
法
を
反
故
に
し
、
ウ
イ
グ
ル
人
２
０
名
の
生
命
を
政

治
利
用
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
に
対
し
、
日
本
ウ
イ
グ
ル
協
会
は

断
固
と
し
て
抗
議
致
し
ま
す
。 

 

平
成
２
１
年
１
２
月
２
１
日 

 

日
本
ウ
イ
グ
ル
協
会 

 

ウ
イ
グ
ル
人
亡
命
者
送
還
問
題 

  

の
意
思
を
表
明
し
て
ゆ
き
ま
す
。 

 
 

 

（
右
）
１
２
月
２
１
日
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
大
使
館
に
て
抗
議
文
を

提
出
す
る
イ
リ
ハ
ム
会
長 

１
２
月
２
１
日
提
出
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
へ
の
抗
議
文 

 
 
 
 

 
 

２
０
名
の
リ
ス
ト
（
１
０
頁
）
も
参
照
下
さ
い
。 
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2009 年 2 月 

 東京・渋谷で行われたグルジャ事件追悼デモの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

昨
年
２
０
０
９
年
７
月
に
ウ
ル
ム
チ
で
の
虐
殺
事
件
が
起

き
、
ウ
イ
グ
ル
人
に
と
っ
て
は
忘
れ
ら
れ
な
い
日
と
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
ウ
ル
ム
チ
事
件
と
同
じ
規
模
の
大
虐
殺
事
件
が
、

今
か
ら
１
３
年
前
の
２
月
に
グ
ル
ジ
ャ
で
起
き
て
い
る
。 

  

１
９
９
７
年
２
月
５
日
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
イ
リ
地
区
の

グ
ル
ジ
ャ
市
で
、
無
実
の
罪
で
逮
捕
さ
れ
た
ウ
イ
グ
ル
人
青
年

の
釈
放
を
要
求
す
る
デ
モ
が
行
わ
れ
た
。
ウ
ル
ム
チ
事
件
が
６

月
２
６
日
の
広
東
省
の
ウ
イ
グ
ル
人
襲
撃
殺
害
事
件
へ
の
政
府

の
対
処
を
求
め
る
デ
モ
で
始
ま
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
グ
ル

ジ
ャ
事
件
も
最
初
は
平
和
的
な
デ
モ
行
進
か
ら
始
ま
っ
た
。
し

か
し
現
地
政
府
は
こ
の
デ
モ
隊
に
対
し
て
公
安
警
察
、
武
装
警

察
を
投
入
し
、
過
酷
な
弾
圧
を
加
え
て
多
く
の
デ
モ
参
加
者
を

逮
捕
し
、
ス
タ
ジ
ア
ム
に
集
め
た
。
そ
し
て
気
温
マ
イ
ナ
ス
２

０
度
の
状
況
で
彼
ら
に
対
し
て
放
水
し
、
多
く
の
ウ
イ
グ
ル
人

を
凍
死
さ
せ
た
。
そ
の
後
も
不
当
逮
捕
は
続
き
、
多
く
の
ウ
イ

グ
ル
人
が
拘
束
さ
れ
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

グ
ル
ジ
ャ
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
デ
モ
が
釈
放
を
要
求
し
た

ウ
イ
グ
ル
人
青
年
は
、「
マ
シ
ュ
ラ
ッ
プ
」
を
主
催
し
た
だ
け
で

あ
る
の
だ
が
、
大
勢
の
人
が
集
ま
る
こ
と
に
対
し
て
過
剰
反
応

し
た
中
国
政
府
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

マ
ッ
シ
ュ
ラ
ッ
プ
と
は
ウ
イ
グ
ル
人
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
で
行
な
わ
れ
る
集
ま
り
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
年
齢
に
達
し

て
マ
シ
ュ
ラ
ッ
プ
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
地
域 

社
会
へ
の
参
加
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
地
域
コ
ミ
ュ 

ニ
テ
ィ
の
集
ま
り
が
、
青
少
年
が
ア
ル
コ
ー
ル
や
麻
薬
な
ど
に

走
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。 

  

１
９
９
７
年
当
時
、
グ
ル
ジ
ャ
周
辺
で
は
青
年
ら
の
マ
ッ
シ

ュ
ラ
ッ
プ
の
指
導
者
た
ち
が
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
を
組
織
し
、
ト

ー
ナ
メ
ン
ト
戦
に
よ
る
試
合
を
行
っ
て
い
た
。 

 

し
か
し
、
ウ
イ
グ
ル
人
の
団
結
を
恐
れ
た
公
安
当
局
は
マ
ッ

シ
ュ
ラ
ッ
プ
を
禁
止
し
、
強
制
的
に
解
散
さ
せ
、
指
導
者
を
不

当
に
逮
捕
し
た
の
で
あ
る
。
当
局
の
弾
圧
に
対
し
て
ウ
イ
グ
ル

人
の
若
者
た
ち
１
０
０
０
人
が
、
１
９
９
７
年
の
２
月
５
日
に

抗
議
の
た
め
に
デ
モ
に
参
加
し
、
横
断
幕
を
掲
げ
、
宗
教
的
な

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
叫
び
行
進
し
た
。
こ
の
デ
モ
隊
に
対
し
て
公
安

警
察
や
武
装
警
察
が
発
砲
し
鎮
圧
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら

ず
、
そ
の
場
で
デ
モ
を
見
て
い
た
だ
け
の
も
の
ま
で
も
が
多
数

逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
デ
モ
参
加
者
の
多
く
を
ス
タ
ジ 

 
 

ア
ム
に
追
い
や
り
、
零
下
２
０
度
の
状
況
下
で
、
服
を
剥
ぎ
取

ら
れ
放
水
さ
れ
、
多
く
の
ウ
イ
グ
ル
人
が
凍
死
し
た
。
当
時
、

逮
捕
者
が
あ
ま
り
に
も
多
い
た
め
、
イ
リ
地
区
の
留
置
所
は
す

べ
て
一
杯
に
な
っ
た
と
い
う
。 

 
 

 

グ
ル
ジ
ャ
は
１
９
４
４
年
建
国
の
「
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
共
和

国
」
の
独
立
運
動
発
祥
の
地
で
あ
り
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
国
境

か
ら
８
０
㎞
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
中
国
と
ソ
連
が
対
立
を
深
め

て
い
た
１
９
６
２
年
に
は
数
万
人
の
ウ
イ
グ
ル
人
や
カ
ザ
フ
人

が
ソ
連
領
内
に
脱
出
す
る
事
件
も
起
き
て
い
る
、
中
国
政
府
に

と
っ
て
は
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
要
衝
で
も
あ
る
。
１
９

９
７
年
の
グ
ル
ジ
ャ
事
件
を
中
国
当
局
は
「
共
産
党
政
権
の
転

覆
を
目
的
と
し
た
民
族
分
裂
主
義
者
の
破
壊
活
動
」
と
決
め
付

け
、
こ
れ
に
断
固
と
し
て
対
応
す
る
と
発
表
し
た
。 

グ
ル
ジ
ャ
事
件
の
後
も
、
イ
リ
地
区
で
は
事
件
に
関
与
し
た

疑
い
が
あ
る
と
し
て
数
千
人
が
逮
捕
さ
れ
、
数
百
人
が
処
刑
さ

れ
、
ま
た
刑
務
所
内
で
の
拷
問
に
よ
り
多
く
の
ウ
イ
グ
ル
人
が

亡
く
な
っ
て
い
る
。
虐
殺
事
件
か
ら
１
３
年
を
経
た
今
で
も
、

監
獄
で
不
当
に
拘
留
さ
れ
て
い
る
者
が
い
る
。 

 

２
０
０
９
年
７
月
の
ウ
ル
ム
チ
事
件
は
外
国
人
の
撮
っ
た
映

像
が
あ
る
た
め
、
中
国
政
府
の
公
式
発
表
が
事
実
と
は
全
く
異

な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
グ
ル
ジ
ャ
事
件
に
つ
い
て

は
実
像
が
な
か
な
か
表
に
出
て
こ
な
か
っ
た
。 

 

し
か
し
こ
の
多
数
の
犠
牲
者
を
出
し
た
グ
ル
ジ
ャ
事
件
は
記

憶
さ
れ
、
在
外
ウ
イ
グ
ル
人
組
織
に
よ
っ
て
毎
年
こ
の
日
に
合

わ
せ
て
中
国
政
府
へ
の
抗
議
行
動
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
か

ら
は
こ
の
グ
ル
ジ
ャ
事
件
２
・
５
と
共
に
、
ウ
ル
ム
チ
事
件
７
・

５
も
、
ウ
イ
グ
ル
人
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
日
と
な
る
こ
と

だ
ろ
う
。 

 

 

グ
ル
ジ
ャ
事
件
に
つ
い
て 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日
本
で
は
「
一
人
っ
子
政
策
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
中
国

の
人
口
抑
制
政
策
が
、「
計
画
生
育
」
政
策
で
あ
る
。
改
革
開
放

政
策
が
始
ま
っ
た
１
９
７
９
年
か
ら
ま
ず
は
漢
族
を
対
象
に
開

始
さ
れ
た
。
原
則
と
し
て
、
夫
婦
で
子
供
一
人
だ
け
許
可
す
る

と
い
う
も
の
だ
が
、
細
か
い
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
が
科
せ
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ

の
地
域
の
担
当
者
に
よ
る
強
制
中
絶
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い

る
。 

  

中
国
の
制
度
上
、
国
家
が
年
間
の
出
生
数
の
計
画
を
出
す
と
、

そ
の
数
値
目
標
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
、
郷
・
街
道
な
ど
で
責
任

制
と
な
っ
て
負
わ
さ
れ
る
。
違
反
者
が
出
れ
ば
、
そ
の
違
反
者

だ
け
で
な
く
そ
の
地
域
の
担
当
者
ま
で
も
が
処
罰
の
対
象
と
な

る
。
そ
の
た
め
、
出
産
適
齢
の
夫
婦
に
は
専
任
の
担
当
者
が
つ

け
ら
れ
、
か
な
り
の
圧
力
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
強
制

中
絶
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
結
婚
の
条
件
に
リ
ン

グ
の
装
着
義
務
が
あ
る
と
い
う
話
も
出
て
い
る
。 

  

中
国
全
土
で
、
妊
娠
７
ヶ
月
～
９
ヶ
月
で
の
中
絶
が
年
間
５

０
万
件
に
も
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
る
。
（
日
本
で
は
母
体
保
護
法

で
、
妊
娠
２
２
週
ま
で
の
人
工
中
絶
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。） 

 

在
外
の
ウ
イ
グ
ル
団
体
や
、
人
権
団
体
に
よ
っ
て
、
強
制
的

な
中
絶
措
置
で
妊
婦
に
多
数
の
犠
牲
者
が
出
て
い
る
と
報
告
さ

れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

よ
く
中
国
人
は
「
少
数
民
族
は
漢
族
に
比
べ
れ
ば
優
遇
さ
れ
て

い
る
」
と
言
い
訳
す
る
が
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
は
、
漢
族
で

あ
っ
て
も
農
村
部
で
あ
れ
ば
子
供
を
２
人
ま
で
持
つ
こ
と
が
で

き
、
条
件
を
満
た
せ
ば
更
に
１
人
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
な

ど
、
他
の
地
域
に
比
べ
る
と
漢
族
も
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
違
反
者
に
課
せ
ら
れ
る
罰
則
は
、
平
均
収
入
の
数
倍

の
罰
金
と
い
う
よ
う
に
、
か
な
り
の
経
済
的
な
負
担
が
か
か
る

も
の
で
あ
り
、
貧
し
い
人
が
多
い
少
数
民
族
に
と
っ
て
は
か
な

り
不
利
な
条
件
に
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
も
そ
も
優
遇
政
策
が
施
さ
れ
た
と
し
て
も
、
少
数
民
族
が

人
口
抑
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
内
地
か
ら

の
大
量
の
漢
族
の
移
住
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
は
そ
の
少
数
民
族

は
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
東

ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
は
ウ
イ
グ
ル
人
の
若
者
が
強
制
移
住
で
域
外

へ
と
運
び
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  

ま
た
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
人
々
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
人
口

爆
発
を
起
こ
し
て
い
る
の
は
漢
族
で
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
は
そ

の
と
ば
っ
ち
り
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 

 

中
華
人
民
共
和
国
に
な
っ
て
す
ぐ
の
こ
ろ
に
は
、
人
口
の
多

さ
＝
国
の
重
要
な
財
産
と
い
う
こ
と
で
人
口
増
加
政
策
を
と
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
１
９
５
３
年
に
初
め
て
行
わ
れ
た
人
口
セ

ン
サ
ス
で
、
予
想
を
遥
か
に
超
え
る
人
口
を
抱
え
て
い
る
こ
と

に
気
が
付
き
、
計
画
出
産
が
公
式
に
奨
励
さ
れ
た
。
し
か
し
こ

れ
は
長
続
き
せ
ず
、
５
０
年
代
後
半
に
は
ど
の
よ
う
な
理
論
の

元
に
産
児
制
限
す
る
べ
き
か
と
い
う
「
人
口
論
論
争
」
が
始
ま

り
、
更
に
大
躍
進
政
策
の
失
敗
に
よ
っ
て
多
く
の
飢
餓
と
、
農

業
・
工
業
の
失
敗
を
生
み
出
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
口
増
加 

 
＝
経
済
発
展
と
い
う
理
論
に
よ
る
多
子
奨
励
が
主
流
と
な
っ

た
。 

大
躍
進
・
文
化
大
革
命
期
の
現
実
離
れ
し
た
政
策
は
、 

大
量
の
餓
死
者
を
生
み
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
人
口
政
策
上
で

も
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
大
失
態
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た

大
躍
進
が
終
わ
っ
た
あ
と
で
あ
っ
て
も
、
人
民
の
不
安
を
煽
る

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
政
治
的
判
断
に
よ
っ
て
、

計
画
出
産
活
動
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
は
し
ば
ら
く
の
時
間
が

か
か
り
、
結
局
１
９
７
２
年
ま
で
は
再
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
間
、
大
躍
進
期
の
人
口
減
少
に
対
す
る
反
動
と
し
て
第
一
次

ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
お
り
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
う

ち
に
大
量
の
人
口
増
加
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。 

 
 国

策
と
し
て
の
本
格
的
な
取
り
組
み
は
７
９
年
か
ら
で
、
８
０

年
か
ら
は
「
公
開
書
簡
」
で
宣
言
さ
れ
軌
道
に
乗
っ
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
。
も
し
、
早
く
か
ら
適
切
な
人
口
政
策
を
と
っ
て

い
た
な
ら
、
現
在
の
よ
う
な
苛
烈
な
計
画
生
育
政
策
は
、
漢
族

に
対
し
て
も
必
要
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

ま
た
計
画
生
育
は
宗
教
と
も
激
し
く
対
立
す
る
問
題
で
あ

り
、
ほ
と
ん
ど
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の

テ
ュ
ル
ク
系
の
少
数
民
族
に
と
っ
て
は
到
底
受
け
入
れ
が
た
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
１
９
９
０
年
４
月
に
ア
ク
ト
県
バ
リ
ン

郷
で
起
き
た
事
件
は
、
こ
の
計
画
生
育
が
引
き
金
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
る
。 

  

現
在
中
国
は
、
宗
教
が
産
児
制
限
に
つ
い
て
口
を
挟
む
こ
と

を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
個
人
的

な
問
題
に
ま
で
制
限
を
課
し
て
い
る
、
中
国
共
産
党
の
ほ
う
が

異
常
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。 

 

 
中
国
政
府
の
人
口
抑
制
政
策 
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「中国政府の人口抑制政策」付録 

 この計画生育政策に関係する法律としては、「中華人民共和国婚姻法」、「中華人民共和国の人口と計画生育法」があり、この下に各省や自

治区毎の条例がくる。新疆ウイグル自治区では、「新疆ウイグル自治区の人口と計画生育の条例」（2002 年の月の 11 月 28 日施行）になる。 

 まず『中華人民共和国婚姻法』で、婚姻年齢を男性満 22歳、女性満 20歳と定めており、他国と比べて高齢に設定されている。晩婚およ

び晩育（出産年齢を遅らせること）を奨励すべきであるとしている。また優生学的な面から、直系血族および三代以内の傍系血族との結婚

と、医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者の結婚を禁止している。 

 次に、『中華人民共和国の人口と計画生育法』では、計画生育を実施する夫婦に対しての優遇措置などを定めている。晩婚や晩育を奨励し、

実施者に対しては各種社会保障制度を設けるよう指示している。そして、生涯の子供を一人だけと宣言した夫婦には、国が「独生子女父母

光栄証」を交付し、これを持っていると各自治体の関連規定によって優遇措置を受けることができるようになっている。 

 

 『新疆ウイグル自治区の人口と計画生育の条例』が、東トルキスタンの人々が実際に適用される規定になっている。まず、人口と計画生

育については、各レベルの人民政府が責任をもつこととされている。そして人々は、地域の基層単位である「郷」や「街道」に結び付けら

れて管理されている。また企業、国家機関、社会団体などは、人民政府に協力して、人口と計画生育に取り組むよう求められている。 

 

 計画生育の規定については、主に以下のような内容になっている。 

・漢族の男性満 25歳、女性満 23歳、少数民族は男性満 23歳、女性 21歳で初婚を迎えれば晩婚とする。晩婚で結婚後出産した場合を晩育

とする。 

・都市部の漢族の一組の夫婦は 1人の子女を産むことができ、少数民族の一組の夫婦は 2人の子女を産むことができる。農村部の漢族の一

組の夫婦は 2人の子女を産むことができ、少数民族は 3人の子女を産むことができる。夫婦の一方が少数民族の場合は少数民族の規定、夫

婦の一方が都市部の住民の場合は都市部での規定に従う。 

・法律に基づいて結婚登記を行い、計画生育の用件に適合し、更に女性側の戸籍所在地の郷政府あるいは街道弁事所から許可をもらってか

ら、出産することができる。 

・次の条件に適合する場合には県の計画生育行政部門の審査を通して、更に一人の子女を出産できる。傷痍軍人、公務で傷害を負った者、

結婚後不妊で『修養法』（養子法）に準じて養子を持った者、油井作業 5年以上の者、夫婦双方が一人っ子、既にいる子が正常な労働力にな

らない者。 

・前子より 3年以上あけなければ、2人以上の子を持ってはならない。 

 

 この規定に従う者には以下の褒賞が与えられる。 

・都市部の国家公務員、団体職員、企業の従業員で晩婚の者には結婚休暇を＋20 日、晩育は産休を＋30 日、男性にも看護休を＋15 日上乗

せされる。 

・農村部では、晩婚・晩育両方に対して、集団生産、公益事業労働の 1年間の減免、あるいは現地人民政府から奨励金を受け取ることがで

きる。 

・「独生子女父母光栄証」を受け取ると、子供が満 16歳になるまで毎月 10元以上の保険費を受給でき、また企業などの退職金に賃金の 5％

の奨励金を上乗せ、または 2,000元以上の一次奨励金を受け取ることができる。  

 

 違反者に対しては以下のような罰則が加えられる。 

・都市部では前年の当該県住民の平均収入 1－8倍、農村部なら農民の純収入の 1－8倍の社会養育費を徴収する。 

・3年を空けずに子供を産んだ場合は、その期間に応じて平均年収を基準として社会養育費を徴収する。 

・就業者に違反者がいる場合には、その企業などが出生と養育費についての管理をしなければならない。昇級・昇進などは 3年据え置き、

場合によっては行政処分を行うこと。 

・農村では 3年間集団の福祉を受けてはならない。 

・「独生子女父母光栄証」を受けていた場合は、優遇措置を停止し、すでに受けていた保険費や報奨金を返却すること。 
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中国の異民族支配 

 

横山 宏章 著     集英社 

中国の火薬庫 新疆ウイグル自治区の近代

史 

今谷 明 著          集英社 

東 綾子 訳        まどか出版 

著
者
は
ウ
イ
グ
ル
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
専
門
家
で
は
な
く
と

も
歴
史
の
研
究
者
な
の
で
著
書
と
し
て
本
書
は
非
常
に
ま
と
ま

り
読
み
や
す
く
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
、 

本
書
を
読
め
ば
な
ぜ
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
が
中
国
の
一
部
と
し

て
侵
略
さ
れ
た
の
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
２
章

か
ら
４
章
に
か
け
て
清
朝
の
時
代
に
関
す
る
記
述
が
多
い
の
が

貴
重
に
思
い
ま
す
。 

読
み
や
す
い
本
書
で
す
が
近
代
通
史
と

し
て
は
や
や
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
足
り
な
い
の
で
詳
し
く
知
り
た
い

方
は
「
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
共
和
国
研
究
」
「
最
後
の
遊
牧
帝
国
」

「
左
宗
棠
と
新
疆
問
題
」
な
ど
併
せ
て
読
む
と
よ
い
と
思
い
ま

す
。
残
念
な
が
ら
本
書
も
含
め
て
い
ず
れ
も
廃
刊
さ
れ
て
い
ま

す
。 入

手
し
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
中
央
ア
ジ
ア
、
中
央
ユ
ー
ラ
シ

ア
の
歴
史
書
は
販
売
さ
れ
て
い
る
の
で
併
せ
て
読
ん
で
理
解
を

深
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
本
書
は
現
状
廃
刊
さ
れ
て
い
る

た
め
復
刊
さ
れ
る
か
ま
た
は
新
た
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
近
代

史
が
出
版
さ
れ
れ
ば
良
い
で
す
。
い
ろ
い
ろ
障
害
は
あ
り
ま
す

が
ウ
イ
グ
ル
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
研
究
者
に
よ
る
本
格
的
な
歴
史

書
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。 

 

 

た
も
の
で
す
が
新
書
で
読
み
や
す
く
、
入
手
し
や
す
い
の
で
ぜ

ひ
中
国
の
民
族
政
策
に
興
味
の
あ
る
方
に
は
読
ん
で
欲
し
い
と

思
い
ま
す
。 

２
０
０
９
年
３
月
１
０
日
の
チ
ベ
ッ
ト
の
民
衆
蜂
起
以
来
そ

れ
ま
で
日
本
で
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
中
国
の
民
族

問
題
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
ウ
イ
グ
ル
、

チ
ベ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
の
民
族
問
題
は
植
民
地
支
配
で
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
が
中
国
か
ら
見
た
考
え
は
ま
っ
た
く
違
い

少
数
民
族
は
中
華
民
族
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。 

著
者
は
中
華
民
国
の
近
代
史
を
専
門
と
し
て
お
り
中
国
の
民

族
策
の
推
移
を
政
治
家
、
知
識
人
の
言
葉
を
引
用
し
て
分
か
り

や
す
く
分
析
し
て
い
ま
す
。 

本
書
の
中
核
に
な
る
言
葉
は
漢
民
族
と
異
民
族
の
区
別
を
重

視
す
る
「
華
夷
之
辮
」
と 

両
者
の
融
和
を
重
視
す
る
「
大
一
統
」

で
す
。「
大
一
統
」
と
言
う
言
葉
は
私
は
始
め
て
聞
き
ま
し
た
が

中
国
で
は
よ
く
使
う
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
か
？
本
書
で
は
「
五

族
協
和
」
と
か
な
り
意
味
が
か
さ
な
る
言
葉
と
し
て
い
ま
す
が

単
純
に
一
言
で
言
う
と
ウ
イ
グ
ル
な
ど
の
民
族
、
地
域
を
支
配

す
る
た
め
に
後
か
ら
付
け
ら
れ
た
理
屈
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

「
華
夷
之
辮
」
は
表
向
き
は
辛
亥
革
命
後
は
し
だ
い
に
使
わ
れ

な
く
な
り
ま
し
た
が
こ
ち
ら
が
中
国
の
本
心
で
し
ょ
う
。 

 

中
国
の
民
族
政
策
は
毛
里
和
子
、
松
本
ま
す
み
、
平
野
聡
、

王 

柯
、
費
考
通
な
ど
各
氏
が
述
べ
て
い
る
の
で
読
ん
で
比
較
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

私
は
ウ
イ
グ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
は
少
数
民
族
で
は

な
く
独
自
の
文
化
を
持
つ
民
族
で
あ
り
本
来
は
国
家
を
持
っ
て

い
る
は
ず
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
日
本
が
中
華
民
族
の
少
数

民
族
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
思
い
な
が
ら
活
動
を
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 
 
 

（
担
当:

ム
シ
ュ
ク
） 

  

 

書
籍
紹
介 

本
書
「
中
国
の
異
民
族
支
配
」
は
中
国
の
民
族
政
策
を
論
じ 

 

 

本
書
「
中
国
の
火
薬
庫
」
は
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
近
代
史
を

記
述
し
た
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
入
門
書
に
な
り
ま
す
。 

著
者
が
あ
と
が
き
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
著
者
は
シ
ル
ク
ロ

ー
ド
、
中
央
ア
ジ
ア
の
専
門
家
で
は
な
く
日
本
の
中
世
史
の
専

門
家
だ
そ
う
で
す
、
逆
に
、
だ
か
ら
こ
そ
タ
ブ
ー
に
と
ら
わ
れ

ず
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
歴
史
に
つ
い
て
は
中
央
ア
ジ
ア
、
中
央

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
テ
ー
マ
で
か
か
れ
た
も
の
の
一
部
と
し
て
は
出

版
さ
れ
て
い
ま
す
が
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
近
代
を
通
史
と
し
て

か
か
れ
た
も
の
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。 

一
つ
の
要
因
と
し
て
、
ウ
イ
グ
ル
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
歴
史

を
専
門
と
し
て
い
る
研
究
者
は
、
中
国
の
圧
力
を
恐
れ
て
筆
を

押
さ
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

日
本
ウ
イ
グ
ル
協
会
で
も
昨
年
度
は
ウ
イ
グ
ル
の
専
門
家
を

招
い
て
勉
強
会
を
開
こ
う
と
し
ま
し
た
が
阻
ま
れ
て
講
演
に
き

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

 

http://shinshomap.info/book/4087204995_image.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4087811883/uyghurj-22/ref=nosim/
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ウイグル料理紹介 第２回「ポロ」 

 ウイグル人が最も 

好む料理の一つで、 

お客さんを招待する 

ときや、各種の儀式 

のときも必ず作る料 

理です。油っこい料 

理ですので、野菜のサラダなど、さっぱりしたも

のと一緒に食べると美味しいです。 

材料（３人前） 

・羊肉３００～５００グラム（骨付き肉がお勧め 

です） 

・お米４５０グラム（洗って、温水に漬けておき 

ます） 

・にんじん普通サイズ３個（大体４００グラム位） 

・たまねぎ ２分の１ 

・サラダ油１１０～１２０グラム 

・水 ５４０グラム 

・塩 適当 

作り方 

玉ねぎ、にんじんはみじん切りにしておきます。 

鍋でサラダ油を煙が出るまで熱し、３～５センチ 

角に切った肉をきつね色になるまで炒めたあと玉 

ねぎを入れ、玉ねぎの香りが出てきたらにんじん 

を入れます。にんじんがしんなりしたら水、塩を 

加え、１０分ほど煮たのち米を入れて、米が水を 

完全に吸い込んだら鍋の蓋をしめ、火を一番弱く 

して２０～２５分ほど蒸し完成です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料 

作り方 

①  

ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
に
つ
い
て 

 

ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
は
ト
ル
コ
世
界
を
中
心
と
し

た
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
る
笑
話
集
の
主
人
公
で
す
。 

 

あ
る
時
は
賢
者
と
し
て
圧
政
を
布
く
支
配
者
に
一
杯
食
わ

せ
、
あ
る
時
は
愚
か
な
ふ
る
ま
い
で
人
々
に
笑
わ
れ
る
、
と
言

っ
た
一
貫
性
の
な
い
描
か
れ
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
笑
い

は
、
一
休
さ
ん
の
頓
知
話
な
ど
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
で
し

ょ
う
。 

 

東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
以
外
の
地
域
で
は
ナ
ス
レ
ッ
デ
ィ
ン
・
ホ

ジ
ャ
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
事
が
多
い
様
で
す
が
、
こ
れ
は
ト
ル

コ
で
の
呼
称
に
起
因
し
ま
す
。
し
か
し
語
源
は
ト
ル
コ
語
で
は

な
く
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ナ
ス
ル
・
ア
ド
・
デ
ィ
ー
ン
（
宗
教
の 

勝
利
者
）
と
、
ペ
ル
シ
ア
語
の
ハ
ー
ジ
ュ
（
敬
称
、
様
な
ど
）

か
ら
来
て
い
る
そ
う
で
す
。
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
の
呼
称
後
半

部
、
エ
ペ
ン
デ
ィ
も
、「
先
生
」
な
ど
と
言
っ
た
敬
称
で
す
か
ら

意
味
合
い
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
漢
語
で
は

ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
を
指
し
て
単
に
阿
凡
提
と
表
記

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
こ
れ
で
は
た
だ
の
先
生
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

 

当
話
集
を
日
本
で
初
め
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
紹
介
し
た
の
は

護
雅
夫
（
「
ナ
ス
レ
ッ
デ
ィ
ン
・
ホ
ジ
ャ
物
語
―
ト
ル
コ
の
知
恵

話
」
著
者
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
降
児
童
書
な
ど
で
も
紹
介

さ
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
が
、
あ
く
ま
で
ト
ル
コ
の
お
話
と
し

て
の
も
の
が
多
い
様
で
す
。 

 

実
際
は
各
民
族
内
で
特
色
あ
る
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
、
ウ
イ
グ
ル
版
が
数
多
く
日
本
語
で
読
ま
れ
た
ら
良
い
と

思
い
ま
す
。 

ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
ば
な
し
を
二
つ
紹
介
し
ま
す
。 

結
婚
式 

 

あ
る
時
ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
は
結
婚
式
に
招
待 

さ
れ
ま
し
た
。 

 

た
く
さ
ん
の
ご
馳
走
が
な
ら
び
、
ど
れ
も
美
味
し
そ
う
で 

す
。 

 

ふ
と
横
を
見
る
と
、
隣
の
男
が
料
理
を
た
ら
ふ
く
食
べ
た 

上
、
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
な
お
も
ご
馳
走
を
詰
め
込
ん
で
い 

ま
す
。 

 

ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
、
す
か
さ
ず
隣
の
男
の
ポ 

ケ
ッ
ト
に
お
茶
を
注
ぎ
入
れ
ま
し
た
。 

 

隣
の
男
は
怒
っ
て
言
い
ま
し
た
。 

 

「
ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
、
何
を
な
さ
る
の
で
す 

か
！
」 

 

ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
は
す
ま
し
て
答
え
ま
し
た
。 

 

「
あ
な
た
の
ポ
ケ
ッ
ト
は
満
腹
で
、
の
ど
が
渇
い
て
い
る 

と
思
っ
た
の
で
す
。」 

悪
魔
の
顔 

 

あ
る
時
、
い
じ
わ
る
な
商
人
が
、
ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ 

ン
デ
ィ
に
言
い
ま
し
た
。 

 

「
ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
、
あ
ん
た
の
知
り
合
い 

に
悪
魔
が
い
る
っ
て
聞
い
た
が
、
い
っ
た
い
悪
魔
っ
て
の
は 

ど
ん
な
顔
を
し
て
る
ん
だ
い
？
」 

 
 

ナ
ス
ル
デ
ィ
ン
・
エ
ペ
ン
デ
ィ
は
答
え
ま
し
た
。 

 
 

「
悪
魔
の
顔
が
ど
ん
な
顔
か
っ
て
？
知
り
た
か
っ
た
ら
私 

 

な
ん
か
に
聞
く
よ
り
も
、
夜
中
に
鏡
を
見
た
ら
良
い
。」 

 

ウ
イ
グ
ル
文
化 

主
な
参
考
文
献 

 
ウ
イ
グ
ル
文
化
② 

 

ウ
イ
グ
ル
文
化
研
究
会 

 
 
 
 

２
０
０
６ 

 

大
妻
比
較
文
化
９ 

 

大
妻
女
子
大
学
比
較
文
化
学
部 

 

２
０
０
８ 
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２月７日はグルジャ事件の日です 

来る 2 月 7 日は、グルジャにおいてウイグル人不当逮捕 

への抗議デモを中国当局が徹底弾圧し、多数を拘束。厳 

寒の屋外にて放水し凍死させたグルジャ事件の日です。 

協会では、このグルジャ事件、さらには昨年７月のウル 

ムチ事件の犠牲者を悼み、両事件について検証・考察す 

る行事を下記の通り企画致しております。詳細が決定し 

ましたら、お知らせします。宜しくお願い致します。 

第二回グルジャ事件追悼行事（仮） 

開催日  2 月７日（日） 

時間   18：45～ 

場所   大田区産業プラザ PIO・D会議室 

アクセス ・京浜急行線：京急蒲田駅より徒歩3分 

（品川・横浜・羽田空港から最短で10分） 

・JR京浜東北線：蒲田駅より徒歩１3分 

 

あけましておめでとうございます。会報のお届けが遅く 

なり、申し訳ありません。○ウルムチ事件の犯人とされ 

てしまった人々の拘束や処刑、カンボジアでの亡命ウイ 

グル人強制送還、国際社会での中国の影響力拡大など、 

ますます厳しい状況です。可能な限り早く、晴れやかに 

新年のご挨拶が出来る日が来る様、努力したいです。○ 

下の広告の通り、協会会長イリハム・マハムティの著書 

が発売です。どうぞ宜しくお願い致します。（編「ぬ」） 

 

お知らせ 

編集後記 

 

【カンボジア強制送還問題】20 人のリスト（2009年 12月 25日公開） 

Abdukadir Abdugheni ｱﾌﾞﾄﾞｩｶﾃﾞｨﾙ・ｱﾌﾞﾄﾞｩｹﾞﾆ 男 22歳 

Shahida Kurban ｼｬﾋﾀﾞ・ｸﾙﾊﾞﾝ 女 20歳 

Maymuna Abdukadir ﾏｲﾑﾅ・ｱﾌﾞﾄﾞｩｶﾃﾞｨﾙ 男 0歳 

Bilal Abdukadir ﾋﾞﾗﾙ・ｱﾌﾞﾄﾞｩｶﾃﾞｨﾙ 男 1歳 

＊以上 4 人は家族。シャヒダは妊娠 6ヶ月の女性との事。 

Aikebaerjiang Tuniyaz ｱｲｹﾊﾞｴﾙｼﾞｬﾝ・ﾄｩﾆﾔｽﾞ 男 27歳 

Mutallip Mamut ﾑﾀﾘｯﾌﾟ・ﾏﾑﾄ 男 29 歳 

Islam Urayim ｲｽﾗﾑ・ｳﾗｲﾑ 男 29歳 

Hazirti ali Umar ﾊｼﾞﾙﾃｨ・ｱﾘ・ｳﾏﾙ 男 19歳 

＊以上 4人はカンボジア滞在中に氏名が公表されることに同意。 

アイケバエルジャンはカンボジアのビザを所持との情報あり。 

Halil Abdugheni ﾊﾘﾙ・ｱﾌﾞﾄﾞｩｹﾞﾆ 男 22 歳 

Kasim Abdulla ｶｼﾑ・ｱﾌﾞﾄﾞｩｯﾗ 男 23歳 

Kawul Kurban ｶｳﾙ・ｸﾙﾊﾞﾝ 男 32歳 

Eli Amat ｴﾘ・ｱﾏﾄ 男 42歳 

Musa Muhamad ﾑｻ・ﾑﾊﾏﾄﾞ 男 23歳 

Ali Nur ｱﾘ・ﾇﾙ 男 30歳 

Ali Ahmat ｱﾘ・ｱﾌﾏﾄ 男 29 歳 

Mamat Ali ﾏﾏﾄ・ｱﾘ 男 37歳 

Ebrayim Mamat ｴﾌﾞﾗｲﾑ・ﾏﾏﾄ 男 37 歳 

Mahmut Bilal ﾏﾌﾑﾄ・ﾋﾞﾗﾙ 男 26歳 

Omar Mohamed ｵﾏﾙ・ﾓﾊﾒﾄﾞ 男 37歳 

Turik Muhamet ﾄｩﾘｸ・ﾑﾊﾒﾄ 男 25歳 

 


